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学校法人相模女子大学寄附行為 

             

昭和26年２月26日 

認可 

 

 

第１章  総則 

（名称） 

第１条  この法人は、学校法人相模女子大学と称する。 

（事務所の所在地） 

第２条  この法人は、事務所を神奈川県相模原市南区文京２丁目１番１号に置く。 

第２章  目的及び設置する学校 

（目的） 

第３条  この法人は、教育基本法及び、学校教育法に基づいて、学校教育を行い、高潔善美にして

社会に有用な人材を育成することを目的とする。 

（設置する学校） 

第４条  この法人は、前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる学校を設置する。 

 （１）相模女子大学 学芸学部  日本語日本文学科、英語文化コミュニケーション学科、子ど

も教育学科、メディア情報学科、生活デザイン学科 

          人間社会学部  社会マネジメント学科、人間心理学科 

          栄養科学部    健康栄養学科、管理栄養学科 

相模女子大学大学院   栄養科学研究科 

（２）相模女子大学短期大学部   食物栄養学科 

（３）相模女子大学高等部     全日制課程  普通科 

（４）相模女子大学中学部 

（５）相模女子大学小学部 

（６）認定こども園相模女子大学幼稚部 

第３章  役員及び理事会 

（役員） 

第５条  この法人に、次の役員を置く。 

（１）理事８人以上 17人以内 

（２）監事２人 

２  理事のうち１人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任す

るときも、同様とする。 

３ 理事（理事長を除く。）のうち１人を専務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。

専務理事の職を解任するときも、同様とする。 

４ 理事（理事長、専務理事を除く。）のうち若干名を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長

が選任する。 

（理事の選任）    

第６条  理事は、次の各号に掲げる者とする。 

別紙 
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（１）相模女子大学長 

（２）本法人が設置する学校長のうちから理事会において選任した者 １人以上４人以内 

（３）本法人の事務局長 

（４）相模女子大学及び相模女子大学短期大学部の専任の教育職員のうちから理事会において選

任した者 １人以上２人以内   

（５）評議員のうちから、理事会において選任した者 １人  

（６）学識経験者のうち理事会において選任した者 ３人以上８人以内  

２  前項第１号から第５号に規定する理事は、その選任の条件となっている職を退いたときは、理

事の職を失うものとする。 

（監事の選任）   

第７条  監事は、この法人の理事、職員又は評議員以外の者であって理事会において選出した候補

者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。 

（役員の任期）  

第８条  役員（第６条第１項第１号から第３号及び第５号に掲げる理事を除く。）の任期は、３年

（就任の日を起算日とする。）とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２  役員は、再任されることができる。 

３  役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。 

（役員の補充） 

第９条  理事又は監事のうち、その定数の５分の１をこえるものが欠けたときは、１月以内に補充

しなければならない。 

（役員の解任及び退任） 

第 10 条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の４分の３以上出席した理事

会において、理事総数の４分の３以上の議決により、これを解任することができる。 

（１）法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。 

（２）心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。 

（３）職務上の義務に著しく違反したとき。 

（４）役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 

２ 役員は次の事由によって退任する。 

（１）任期の満了。 

（２）辞任。 

（３）学校教育法第９条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。 

（理事長の職務） 

第 11条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

（専務理事の職務） 

第 12条 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務について、この法人を代表する。 

（理事の代表権の制限） 

第 13条  理事長及び専務理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 

（理事長職務の代理等）  

第 14 条  理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、専務理事がその職務を代理し、

又はその職務を行う。 
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（監事の職務） 

第 15条  監事は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）この法人の業務を監査すること。 

（２）この法人の財産の状況を監査すること。 

（３）この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年

度終了後２月以内に理事会及び評議員会に提出すること。 

（４）第１号又は第２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又

は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部

科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。 

（５）前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求するこ

と。 

（６）この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。 

（理事会）     

第 16条  この法人に、理事をもって組織する理事会を置く。 

２  理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。 

３  理事会は、理事長が招集する。 

４  理事長は、理事総数の３分の１以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を

請求された場合には、その請求のあった日から７日以内に、これを招集しなければならない。 

５  理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事

項を書面により通知しなければならない。 

６  前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの

限りでない。 

７  理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

８  理事長が第４項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会

を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。 

９  理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席

しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第 13 項の規定による除斥のた

め過半数に達しないときは、この限りではない。 

10 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示し

た者は、出席者とみなす。 

11  理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の

過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

12  前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることができない。 

13  理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができ

ない。 

（常任理事会） 

第 17条 理事会の委員会として、理事長・専務理事・常務理事及び他に本務を持たない常任の理

事をもって構成する常任理事会を設ける。 

（業務の決定の委任） 

第 18 条  法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この
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法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについ

ては、次に掲げるいずれかのものに委任することができる。 

 （１）常任理事会 

 （２）理事会において指名した理事 

 （３）理事会において指名した学校長 

（議事録） 

第 19 条  議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事

録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長のほか、あらかじめ議長が指名した出席理事１名が署名押印し、常にこれを

事務所に備えて置かなければならない。 

３ 出席理事から議事録の記載について異議のあった場合は、その申し出に基づいて、次の会議に

諮って、議長がこれを確認しなければならない。 

第４章  評議員会及び評議員 

（評議員会） 

第 20条  この法人に評議員会を置く。 

２ 評議員会は、25人以上 39人以内の評議員をもって組織する。 

３  評議員会は、理事長が招集する。 

４  理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の

招集を請求された場合には、その請求のあった日から 20 日以内にこれを招集しなければならな

い。 

５  評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべ

き事項を、書面により通知しなければならない。 

６  前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、こ

の限りでない。 

７  評議員会に議長を置き、会議のつど、評議員の互選で定める。 

８  評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができ

ない。 

９ 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示

した者は、出席者とみなす。 

10  評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

11 前項の場合において議長は、評議員として議決に加わることができない。 

（議事録） 

第 21 条  議長は、評議員会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議

事録を作成しなければならない。 

２  議事録には、議長のほか、あらかじめ議長が指名した出席評議員１名が署名押印し、常にこれ

を事務所に備えて置かなければならない。 

（諮問事項） 

第 22 条  次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞か

なければならない。 
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（１）予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）、及び重要

な資産の処分に関する事項 

（２）事業計画 

（３）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

（４）寄附行為の変更 

（５）合併 

（６）目的たる事業の成功の不能による解散 

（７）寄附金品の募集に関する事項 

（８）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

（評議員会の意見具申等） 

第 23 条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、

役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。 

（評議員の選任）    

第 24条  評議員は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）学校長のうちから、理事会において選任した者 １人以上３人以内 

（２）この法人の職員（この法人の設置する学校の教員その他の職員を含む。この条中以下同じ）

のうちから、理事会において選任した者 ４人以上６人以内 

（３）この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢 25年以上のもののうちから、理事会にお

いて選任した者 ３人以上４人以内 

（４）理事のうちから、理事会において選任した者 ８人以上 15人以内 

（５）この法人の設置する学校の在学者の保護者のうちから、理事会において選任した者 ４人 

（６）この法人に関係ある学識経験者及び学園の功労者で、理事会において推薦した候補者のう

ちから、評議員会において選任した者 ５人以上７人以内 

２  前項第１号、第２号、第４号及び第５号に規定する評議員は学校長、この法人の職員、理事又

は保護者の職又は地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。 

（任期）       

第 25 条  評議員（前条第１項第１号及び第４号に規定する評議員を除く）の任期は、４年（就任

の日を起算日とする。）とする。ただし、補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２  評議員は、再任されることができる。 

３  評議員は、その任期満了の後でも、後任者が選出されるまではなおその職務を行う。 

（評議員の解任及び退任） 

第 26 条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の３分の２以上の議決に

より、これを解任することができる。 

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。 

（２）評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 

２ 評議員は次の事由によって退任する。 

（１）任期の満了。 

（２）辞任。 

第５章  顧問    

第 27条  理事長は、理事会の同意を得て顧問を委嘱することができる。 
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第 28条  顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べるものとする。 

第６章 学園長 

第 29条 この法人に、学園長を置くことができる。 

２ 学園長の任期は２年とする。ただし、再委嘱することができる。 

３ 学園長は、この法人に特に功があった者（理事又は評議員である者を除く。）のうちから、理

事会の同意を得て、理事長が委嘱する。 

４ 学園長は、建学の精神の発揚と校風の維持に努め学園の象徴となる。 

第７章  資産及び会計 

（資産）       

第 30条  この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。 

（資産の区分） 

第 31条  この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。 

２  基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財

産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。 

３  運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記

載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。 

４  寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って、基本財産又は運用財

産に編入する。 

（基本財産の処分の制限） 

第 32 条  基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得な

い理由があるときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決を得て、その一部に限り処

分することができる。 

（積立金の保管） 

第 33 条  基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に

信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。 

（経費の支弁）      

第 34 条  この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及

び積立金から生じる果実、授業料収入、保育料収入、入学金収入、入園料収入、検定料収入その

他の運用財産をもって支弁する。 

（会計）          

第 35条  この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。 

（予算及び事業計画）    

第 36 条  この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会におい

て出席した理事の３分の２以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとす

るときも、同様とする。 

（予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄） 

第 37 条  予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしよう

とするときは、理事会において出席した理事の３分の２以上の議決がなければならない。借入金

（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）についても、同様とする。 
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（決算及び実績の報告） 

第 38 条  この法人の決算は、毎会計年度終了後、２月以内に作成し、監事の意見を求めるものと

する。 

２  理事長は、毎会計年度終了後２月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見

を求めなければならない。 

（財産目録等の備付け及び閲覧）  

第 39 条  この法人は、毎会計年度終了後２月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業

報告書を作成しなければならない。 

２ この法人は、前項の書類及び第 15 条第３号の監査報告書を事務所に備えて置き、この法人の

設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由があ

る場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 

（資産総額の変更登記） 

第 40 条  この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後３月以内に

登記しなければならない。 

（会計年度） 

第 41条  この法人の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わるものとする。 

第８章  解散及び合併 

（解散）    

第 42条  この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。 

（１）理事会における理事総数の３分の２以上の議決及び評議員会の議決 

（２）この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の３

分の２以上の議決 

（３）合併 

（４）破産 

（５）文部科学大臣の解散命令 

２  前項第１号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第２号に掲げる事

由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。 

（残余財産の帰属者）   

第 43 条  この法人が解散した場合（合併又は破産によって解散した場合を除く）における残余財

産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の３分の２以上の議決により選定した学

校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。 

（合併） 

第 44 条  この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決を

得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

第９章  寄附行為の変更 

（寄附行為の変更） 

第 45 条  この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の３分の２以上

の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

２ 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において

出席した理事の３分の２以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。 
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第 10章  補則 

（書類及び帳簿の備付） 

第 46条  この法人は、第 39条第２項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務

所に備えて置かなければならない。 

（１）寄附行為 

（２）役員及び評議員の名簿及び履歴書 

（３）収入及び支出に関する帳簿及び証憑書類 

（４）その他必要な書類及び帳簿 

（公告の方法） 

第 47条  この法人の公告は、事務所所在地の掲示場に掲示して行う。 

（施行細則） 

第 48 条  この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理

及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。 

 

附 則 

１ 昭和 26年２月 26日認可 

２ 昭和 28年 11月 24日一部変更認可 

３ 昭和 31年６月 28日一部変更認可 

４ 昭和 41年３月 18日一部変更認可 

５ 昭和 43年３月 16日一部変更認可 

６ 昭和 43年 12月 13日一部変更認可 

７ 昭和 55年 12月１日一部変更 

８ 平成４年３月 26日一部変更 

９  平成 10年１月 12日一部変更認可 

10  平成 11年２月９日一部変更認可 

  （相模女子大学短期大学部の英文科、家政科の存続に関する経過措置） 

相模女子大学短期大学部の英文科、家政科は、改正後の寄附行為第４条第２号の規定にかかわら

ず平成 11年３月 31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続する

ものとする。 

11 平成 11年 12月 22日一部変更認可 

（相模女子大学学芸学部の英米文学科の存続に関する経過措置） 

相模女子大学学芸学部の英米文学科は、改正後の寄附行為第４条第１号の規定にかかわらず平成

12年３月 31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものと

する。 

12 平成 14年５月 29日一部変更認可 

13 平成 14年 12月 19日一部変更認可、平成 15年４月１日から施行する。 

 （相模女子大学学芸学部の国文学科の存続に関する経過措置） 

相模女子大学学芸学部の国文学科は、改正後の寄附行為第４条第１号の規定にかかわらず平成 15

年３月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとす

る。 
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14 平成 15年７月 29日一部変更認可 

15 平成 16年５月 26日一部変更、平成 16年４月１日から施行する。 

16 平成 17年３月 10日一部変更認可、平成 17年４月１日から施行する。 

17 平成 17年３月 24日一部変更、平成 17年４月 1日から施行する。 

18 平成 19年 12月３日一部変更認可、平成 20年４月１日から施行する。 

19 平成 20年３月 19日一部変更認可、平成 20年４月１日から施行する。 

20 平成 19年２月 15日一部変更、平成 20年４月１日から施行する。 

 （相模女子大学学芸学部の英語英米文学科の存続に関する経過措置）   

相模女子大学学芸学部の英語英米文学科は、改正後の寄附行為第４条第１号の規定にかかわらず

平成 20年３月 31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するも

のとする。 

（相模女子大学短期大学部の生活造形学科の存続に関する経過措置） 

相模女子大学短期大学部の生活造形学科は、改正後の寄附行為第４条第２号の規定にかかわらず

平成 20年３月 31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するも

のとする。 

21 平成 21年４月 14日一部変更認可、平成 21年４月 14日から施行する。 

22 平成 22年３月 25日一部変更、平成 22年４月 1日から施行する。 

23 平成 22年６月７日一部変更認可、平成 22年６月７日から施行する。 

24 平成 23年８月 25日一部変更認可、平成 23年８月 25日から施行する。 

（役員の任期に関する経過措置） 

平成 23年８月 25日以前に就任している役員の現任期は、改正後の寄附行為第８条第１項の規定

にかかわらず改正前の４年とする。 

25 平成 24年３月 29日一部変更、平成 24年４月１日から施行する。 

26 平成 24年 11月８日一部変更認可、平成 24年 11月８日から施行する。 

27 平成 26年３月６日一部変更認可、平成 26年４月１日から施行する。 

（理事の選任に関する経過措置） 

１ 変更前の寄附行為第６条第１項の各号において選任された理事は、変更後の寄附行為第６条

第１項の各号に該当する理事として在任するものとする。ただし、変更前の寄附行為第６条第１

項第３号の学識経験者として選任された理事のうち相模女子大学の専任の教育職員は、引き続き

変更後の寄附行為第６条第１項第４号の規定による理事として在任するものとする。 

２ 前項の措置による各理事の任期は、変更前に定められた期日とする。 

28 平成 27年３月 24日一部変更、平成 27年４月１日から施行する。 

29 平成 28年３月 18日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成 28年４月１日から施行する。 

30 平成 29年３月 16日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成 29年４月１日から施行する。 

31 平成 31年６月 18日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成 31 年６月 18日から施行する。 
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新 旧 対 照 表 

 

追加書類提出時（令和元年 6 月） 申請時（平成 31 年 3 月） 現行 

 

第１条～第３条 －略－ 

 

（設置する学校） 

第４条  この法人は、前条に規

定する目的を達成するため

に、次に掲げる学校を設置す

る。 

（１）相模女子大学大学院 

栄養科学研究科、社会起業研

究科（専門職大学院） 

（２）相模女子大学 

学芸学部 

日本語日本文学科、英語文

化コミュニケーション学

科、子ども教育学科、メデ

ィア情報学科、生活デザイ

ン学科 

人間社会学部 

社会マネジメント学科、 

人間心理学科 

栄養科学部 

健康栄養学科、管理栄養 

学科 

（削る） 

 

（３）相模女子大学短期大学部 

食物栄養学科 

（４）相模女子大学高等部全日

制課程普通科 

（５）相模女子大学中学部 

（６）相模女子大学小学部 

（７）認定こども園相模女子 

大学幼稚部 

 

第５条～第 48条 －略－ 

 

 

 

 

第１条～第３条 －略－ 

 

（設置する学校） 

第４条  この法人は、前条に規

定する目的を達成するため

に、次に掲げる学校を設置す

る。 

（１）相模女子大学大学院 

栄養科学研究科、社会デザイ

ン研究科（専門職大学院） 

（２）相模女子大学 

学芸学部 

日本語日本文学科、英語文

化コミュニケーション学

科、子ども教育学科、メデ

ィア情報学科、生活デザイ

ン学科 

人間社会学部 

社会マネジメント学科、 

人間心理学科 

栄養科学部 

健康栄養学科、管理栄養 

学科 

（削る） 

 

（３）相模女子大学短期大学部 

食物栄養学科 

（４）相模女子大学高等部全日

制課程普通科 

（５）相模女子大学中学部 

（６）相模女子大学小学部 

（７）認定こども園相模女子 

大学幼稚部 

 

第５条～第 48条 －略－ 

 

 

 

 

第１条～第３条 －略－ 

 

（設置する学校） 

第４条  この法人は、前条に規

定する目的を達成するた

めに、次に掲げる学校を

設置する。 

（新設） 

 

 

（１）相模女子大学 

学芸学部 

日本語日本文学科、英語文

化コミュニケーション学

科、子ども教育学科、メデ

ィア情報学科、生活デザイ

ン学科 

人間社会学部 

社会マネジメント学科、 

人間心理学科 

栄養科学部 

健康栄養学科、管理栄養 

学科 

相模女子大学大学院 

栄養科学研究科 

（２）相模女子大学短期大学部 

  食物栄養学科 

（３）相模女子大学高等部全日

制課程普通科 

（４）相模女子大学中学部 

（５）相模女子大学小学部 

（６）認定こども園相模女子 

大学幼稚部 

 

第５条～第 48条 －略－ 
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附則１～31 －略－ 

32 この寄附行為は、文部科学

大臣の認可の日（令和 年 

月 日）から施行する。 

 

附則１～31 －略－ 

32 この寄附行為は、文部科学

大臣の認可の日（平成 年 

月 日）から施行する。 

 

附則１～31 －略－ 

（新設） 

 

 



様式第４号その１（第１１条関係）

－ －

－ －

千円

千円

千円

千円

平成33年度

－

図 書

教 具

基　　　準　　　外

校 具

備 品

小 計

25,504

新設校の開設年度の経常経費

合 計 －

既
設
校
か
ら

の
転
共
用

教具・校具・備品

施
設

設
備

基　　　準　　　内

図　　　　　　　書

区 分

設
置
経
費

年度

千円 千円

施
　
設

設
　
備

（ う ち 造 成 費 ）

校 地

基 準 内

経費の見積り及び資金計画を記載した書類

千円 千円

年度

千円 千円 千円

合　　　　　計平成30年度

14,092

基 準 外

設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類

年 度
開設年度の前年度 開設年度

－ － － －

2,937

832

－ － － －

－ － － －

－－－

－－2,937－

30,649

2,937

2,937

－

－

－

－

2,937

2,937

－
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様式第４号その４（第１１条関係）

13

設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類

区　　　　　分 財　源　充　当　額 財　源　の　調　達　方　法

現金預金 2,937千円
2018年度までに学生生徒等納付金等の事業活動収入から積立てられた
現金預金4,139,068千円のうち、2,937千円を財源に充当

合　　　　　計 2,937千円



様式第６号その２（第１１条関係）

年　度　

　科　目

一　基本財産

二　運用財産

三　負債額

　１　固定負債

　２　流動負債

四　基本財産＋運用財産

五　純資産（四－三）

9,792,630千円

申請時

（平成31年3月31日）

12,277,082千円 11,890,526千円 11,890,526千円

　　平成29年度末

（開設年度から３年前の年度）

　　平成30年度末

（開設年度の前々年度）

14,752,455千円 15,069,971千円

1,828,110千円 1,982,350千円 1,982,350千円

9,138,695千円 9,792,630千円

6,663,322千円 6,613,185千円 6,613,185千円

15,069,971千円

21,683,156千円21,415,777千円 21,683,156千円

4,835,211千円 4,630,835千円 4,630,835千円

財　産　目　録　総　括　表
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貸  借  対  照  表

平成31年 3月31日

（単位  円）

資産の部

科　　　　　　　目 本 年 度 末 前 年 度 末 増　　減

固定資産 17,366,661,288 17,612,167,930 △ 245,506,642

　　有形固定資産 11,890,526,151 12,277,082,339 △ 386,556,188

　　特定資産 5,253,917,508 5,098,553,987 155,363,521

　　その他の固定資産 222,217,629 236,531,604 △ 14,313,975

流動資産 4,316,494,524 3,803,609,384 512,885,140
資産の部合計 21,683,155,812 21,415,777,314 267,378,498

負債の部

科　　　　　　　目 本 年 度 末 前 年 度 末 増　　減

固定負債 4,630,834,870 4,835,211,440 △ 204,376,570

流動負債 1,982,350,261 1,828,110,423 154,239,838
負債の部合計 6,613,185,131 6,663,321,863 △ 50,136,732

純資産の部

科　　　　　　　目 本 年 度 末 前 年 度 末 増　　減

基本金 20,693,377,012 20,522,178,604 171,198,408

    　　第１号基本金 20,101,199,473 19,931,961,065 169,238,408

   　　 第３号基本金 180,177,539 178,217,539 1,960,000

   　　 第４号基本金 412,000,000 412,000,000 0

繰越収支差額 △ 5,623,406,331 △ 5,769,723,153 146,316,822

純資産の部合計 15,069,970,681 14,752,455,451 317,515,230

負債及び純資産の部合計 21,683,155,812 21,415,777,314 267,378,498

15



様式第７号その１（第１１条関係）

１　施設又は設備の整備計画

年　度 備　　　考

令和3年度 未定

令和2年度 未定

院生室AVシステム導入 7号館院生室AV機器一式 2019年9月購入予定 社会起業研究科専用

院生用ロッカーの購入 7号館院生室9人用ロッカー7台 2020年3月購入予定 社会起業研究科専用

2019年11月着工予定 学園全体

基幹ネットワーク機器更新 期間ﾈｯﾄﾜｰｸ機器　大学主要建物 2019年9月着工予定 大学及び短期大学部共用

警備室建設 鉄骨造平屋建　300㎡

事　業　計　画　及　び　こ　れ　に　伴　う　予　算　書

事　　　項 事 業 規 模 等 実　施　時　期

大学及び短期大学部共用

令和元年度

大学・短期大学部
ロッカー棟建設

鉄骨造2階建　300㎡ 2019年11月着工予定

事　　　業　　　計　　　画

外構万年塀改修 北側道路境界ﾌｪﾝｽ　250ｍ 2019年8月着工予定 学園全体

16



様式第１０号その１（第１２条関係）　

（収入の部） 　（単位　千円）
年　　度 開　設　年　度 完　成　年　度

科　　目 新設校分 新設校分
27,000 45,000
1,050 1,050

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

18,000 18,000
0 0

資金収入調整勘定 0 △ 18,000
0 18,682

46,050 64,732

　（単位　千円）
年　　度 開　設　年　度 完　成　年　度

科　　目 新設校分 新設校分
9,842 11,341

13,882 27,764
2,545 5,090

0 0
0 0

324 1,668
775 775

0 0
0 0
0 0
0 0

18,682 18,094
46,050 64,732

その他の支出
〔　予備費　〕
資金支出調整勘定
翌年度繰越支払資金

支出の部合計

収入の部合計

資産運用支出

(支出の部）

管理経費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
設備関係支出

資　金　収　支　予　算　決　算　総　括　表

学生生徒納付金収入
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手数料収入
寄付金収入
補助金収入
資産売却収入
付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入
雑収入
借入金等収入
前受金収入
その他の収入

人件費支出
教育研究経費支出

前年度繰越支払資金



様式第１０号その２（第１２条関係）

（単位　千円）
開　設　年　度 完　成　年　度
新設校分 新設校分

学生生徒等納付金 27,000 45,000
手数料 1,050 1,050
寄付金 0 0
経常費等補助金 0 0
付随事業収入 0 0
雑収入 0 0
教育活動収入　計 28,050 46,050
人件費 9,842 11,341
教育研究経費 14,332 28,214
管理経費 2,545 5,090
徴収不能額等 0 0
教育活動支出　計 26,719 44,645

1,331 1,405
受取利息・配当金 0 0
その他の教育活動外収入 0 0
教育活動外収入　計 0 0
借入金等利息 0 0
その他の教育活動外支出 0 0
教育活動外支出　計 0 0

0 0
1,331 1,405

資産売却差額 0 0
その他の特別収入 0 0
特別収入　計 0 0
資産処分差額 0 0
その他の特別支出 0 0
特別支出　計 0 0

0 0
0 0

1,331 1,405
0 0

1,331 1,405
0 1,331
0 0

1,331 2,736

（参考）

事業活動収入　計 28,050 46,050
事業活動支出　計 26,719 44,645
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翌年度繰越収支差額

経常収支差額

特
別
収
支

収
入

支
出

特別収支差額
〔　予備費　〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額

教
育
活
動
外
収
支

収
入

支
出

教育活動外収支差額

事　業　活　動　収　支　予　算　決　算　総　括　表

年　　度　
　科　　目

教
育
活
動
収
支

収
　
入

支
　
出

教育活動収支差額


